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１ ． 化 学 物 質 等 及 び 会 社 情 報

化 学 物 質 等 の 名 称 グルタルアルデ ヒド、（Gl u ta ra l d ehy de）

製 品 コ ー ド 21B 3001

会 社 名 ○○○○株式会社

住 所 東京都△△区△△町△丁目△△番地

電 話 番 号 03-1234-5678

緊 急 時 の 電 話 番 号 03-1234-5678

F A X 番 号 03-1234-5678

メ ー ル ア ド レ ス 　　　　

推 奨 用 途 及 び 使 用 上 の 制 限 写真用ゼ ラ チンの架橋剤（硬膜剤）、皮革のなめ し剤、紙・プ ラ スチ

ック など への定着剤、菌・消毒剤。

 

２ ． 危 険 有 害 性 の 要 約

G H S 分 類

分 類 実 施 日 H 22 .2 .19、政府向けGH S分類ガイダンス（H 21 .3版）を使用

物 理 化 学 的 危 険 性 火薬類 分類対象外

  引火性・可燃性ガス 分類対象外

  引火性エ アゾ ー ル 分類対象外

  酸化性ガス類 分類対象外

  高圧ガス 分類対象外

  引火性液体 区分4

  可燃性固体 分類対象外

  自己反応性化学品 分類対象外

  自然発火性液体 区分外

  自然発火性固体 分類対象外

  自己発熱性化学品 分類できない

  水反応可燃性物質 分類対象外

  酸化性液体 分類対象外

  酸化性固体 分類対象外

  有機過酸化物 分類対象外

  金属腐食性物質 分類できない

健 康 に 対 す る 有 害 性 急性毒性（経口） 区分3

  急性毒性（経皮） 区分4

  急性毒性（吸入：ガス） 分類対象外

  急性毒性（吸入：蒸気） 区分1

  急性毒性（吸入：粉じん ） 分類対象外

  急性毒性（吸入：ミスト） 区分2

  皮膚腐食・刺激性 区分1

  眼に対す る重篤な損傷性・刺

激性

区分1

  呼吸器感作性 区分1

  皮膚感作性 区分1

  生殖細胞変異原性 区分外

  発がん 性 区分外

  生殖毒性 区分外

  特定標的臓器毒性（単回ばく

露）

区分１（中枢神経）、区分３（気道刺激

性）

  特定標的臓器毒性（反復ばく

露）

区分１（吸入：気道）

  吸引性呼吸器有害性 分類できない

環 境 に 対 す る 有 害 性

分 類 実 施 日 急性毒性：H 22 .2 .19、政府向けGH S分類ガイダンス( H 21 .3版）を使

用

  慢性毒性：H 18 .3 .31、GH S分類マニュ アル（H 18 .2 .10 ) を使用

  水生環境有害性（急性） 区分２

  水生環境有害性（慢性） 区分外

ラ ベ ル 要 素

絵 表 示 又 は シ ン ボ ル

注 意 喚 起 語 危険

危 険 有 害 性 情 報 可燃性液体

  飲み込む と有毒

  皮膚に接触す ると有害

  吸入す ると生命に危険
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  重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷

  重篤な眼の損傷

  吸入す るとアレルギ ー 、喘息ま たは、呼吸困難を起こ す おそれ

  アレルギ ー 性皮膚反応を起こ す おそれ

  中枢神経の障害

  呼吸器への刺激のおそれ

  長期にわたる、ま たは、反復ばく露により気道の障害

  水生生物に毒性

注 意 書 き

  【安全対策】

  炎や高温のも のから 遠ざ けるこ と。－禁煙。

  適切な保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用す るこ と。

  取扱い後はよく手を洗うこ と。

  こ の製品を使用す る時に、飲食ま たは喫煙をしないこ と。

  ミスト、蒸気、スプ レー を吸入しないこ と。

  屋外ま たは換気の良い場所でのみ使用す るこ と。

  呼吸用保護具を着用す るこ と。

  換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用す るこ

と。

  汚染された作業衣は作業場から 出さないこ と。

  環境への放出を避けるこ と。

  【応急措置】

  火災の場合には適切な消火方法をとるこ と。

  飲み込ん だ場合、直ちに医師に連絡す るこ と。

  飲み込ん だ場合、口をす す ぐこ と。

  皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこ と。

  皮膚に付着した場合、気分が悪い時は、医師に連絡す るこ と。

  汚染された衣類をす べて脱ぐこ と。

  汚染された衣類を再使用す る場合には洗濯す るこ と。

  吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやす い姿勢で休

息させるこ と。

  吸入した場合、直ちに医師に連絡す るこ と。

  飲み込ん だ場合、口をす す ぐこ と。無理に吐かせないこ と。

  皮膚ま たは髪に付着した場合、直ちに、汚染された衣類をす べて脱

ぐこ と、取り除くこ と。皮膚を流水、シャ ワー で洗うこ と。

  皮膚に付着した場合、眼に入っ た場合、飲み込ん だ場合、吸入した

場合は、直ちに医師に連絡す るこ と。

  眼に入っ た場合、水で数分間注意深く洗うこ と。次に、コ ンタク トレ

ンズ を着用していて容易に外せる場合は外す こ と。その後も 洗浄を

続けるこ と。

  吸入した場合、呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移

し、呼吸しやす い姿勢で休息させるこ と。

  呼吸に関す る症状が出た場合には、医師に連絡す るこ と。

  皮膚に付着した場合、皮膚刺激ま たは発疹が生じた場合は、医師

の診断、手当てを受けるこ と。

  ばく露した場合、医師に連絡す るこ と。

  吸入した場合、気分が悪い時は、医師に連絡す るこ と。

  気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ と。

  漏出物を回収す るこ と。

  【保管】

  換気の良い場所で保管す るこ と。涼しいとこ ろに置くこ と。

  施錠して保管す るこ と。

  換気の良い場所で保管す るこ と。容器を密閉しておくこ と。

  【廃棄】

  内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理

業者に業務委託す るこ と。

国 ・ 地 域 情 報

 

３ ． 組 成 及 び 成 分 情 報

化 学 物 質

化 学 名 又 は 一 般 名 グルタルアルデ ヒド

別 名 グルタルジアルデ ヒド ( G l u ta r i c  d i a l d ehy de ) 、グルタラ ー ル

( Gl u ta ra l ) 、ペンタン‐１，５‐ジアー ル ( Pen ta ne-1 ,5-d i a l ) 、１，

５‐ペンタジオン ( 1 ,5-Pen ta ned i one )

分 子 式  ( 分 子 量 ) C5H 8O2（100 .12）

化 学 特 性  ( 示 性 式 又 は 構 造 式 )

C A S 番 号 111-30-8

官 報 公 示 整 理 番 号 （ 化 審 法 ・ 安 衛

法 ）

( 2 ) -509

分 類 に 寄 与 す る 不 純 物 及 び 安 定 化

添 加 物

デ ー タなし

濃 度 又 は 濃 度 範 囲 100%
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４ ． 応 急 措 置

吸 入 し た 場 合 直ちに医師に連絡す るこ と。

  呼吸が困難な場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやす い

姿勢で休息させるこ と。

  呼吸に関す る症状が出た場合には、医師に連絡す るこ と。

  空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやす い姿勢で休息させるこ と。

  気分が悪い時は、医師に連絡す るこ と。

皮 膚 に 付 着 し た 場 合 多量の水と石鹸で洗うこ と。

  気分が悪い時は、医師に連絡す るこ と。

  汚染された衣類を再使用す る場合には洗濯す るこ と。

  直ちに、汚染された衣類をす べて脱ぐこ と、取り除くこ と。 皮膚を流

水、シャ ワー で洗うこ と。

  直ちに医師に連絡す るこ と。

  皮膚刺激ま たは発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受け

るこ と。

眼 に 入 っ た 場 合 直ちに医師に連絡す るこ と。

  水で数分間注意深く洗うこ と。次に、コ ンタク トレンズ を着用してい

て容易に外せる場合は外す こ と。その後も 洗浄を続けるこ と。

  気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ と。

飲 み 込 ん だ 場 合 直ちに医師に連絡す るこ と。

  口をす す ぐこ と。

  口をす す ぐこ と。無理に吐かせないこ と。

  気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けるこ と。

予 想 さ れ る 急 性 症 状 及 び 遅 発 性 症

状

吸入 : 咳、頭痛、息苦しさ、吐き気、喘鳴、咽頭痛。

  皮膚 : 発赤、ざ ら つき、皮膚熱傷、水疱。

  眼 : 発赤、痛み。

  経口摂取 : 腹痛、吐き気、下痢、嘔吐。

最 も 重 要 な 兆 候 及 び 症 状 眼、皮膚、気道を刺激す る。

応 急 措 置 を す る 者 の 保 護 デ ー タなし

医 師 に 対 す る 特 別 注 意 事 項 喘息の症状は 2～3 時間経過す るま で現われない場合が多く、安

静を保たないと悪化す る。したがっ て、安静と経過観察が不可欠で

ある。 こ の物質により喘息の症状を示した者は、以後こ の物質に

接触しないこ と。

 

５ ． 火 災 時 の 措 置

消 火 剤 泡消火剤、粉末消火剤、炭酸ガス、乾燥砂類

使 っ て は な ら な い 消 火 剤 棒状放水、水噴霧

特 有 の 危 険 有 害 性 熱、火花及び 火炎で発火す るおそれがある。

  激しく加熱す ると燃焼す る。

  火災時に刺激性、腐食性及び 毒性のガスを発生す るおそれがあ

る。

特 有 の 消 火 方 法 危険でなければ火災区域から 容器を移動す る。

  容器が熱に晒されているときは、移動させない。

  安全に対処できるなら ば着火源を除去す るこ と。

消 火 を 行 う 者 の 保 護 適切な空気呼吸器、防護服（耐熱性）を着用す る。

 

６ ． 漏 出 時 の 措 置

人 体 に 対 す る 注 意 事 項 、 保 護 具 お よ

び 緊 急 措 置

全ての着火源を取り除く。

  直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離す る。

  関係者以外の立入りを禁止す る。

  密閉された場所に立入る前に換気す る。

環 境 に 対 す る 注 意 事 項 環境中に放出してはなら ない。

回 収 ・ 中 和 不活性材料（例えば、乾燥砂又は土等）で流出物を吸収して、化学

品廃棄容器に入れる。

封 じ 込 め 及 び 浄 化 方 法 ・ 機 材 危険でなければ漏れを止め る。

二 次 災 害 の 防 止 策 す べての発火源を速やかに取除く（近傍での喫煙、火花や火炎の

禁止）。

  排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

 

７ ． 取 扱 い 及 び 保 管 上 の 注 意

取 扱 い

技 術 的 対 策 『８．ばく露防止及び 保護措置』に記載の設備対策を行い、保護具

を着用す る。

局 所 排 気 ・ 全 体 換 気 『８．ばく露防止及び 保護措置』に記載の局所排気、全体換気を行

う。

安 全 取 扱 い 注 意 事 項 取扱い後はよく手を洗うこ と。

  こ の製品を使用す る時に、飲食ま たは喫煙をしないこ と。

  炎や高温のも のから 遠ざ けるこ と。－禁煙。

  ミスト、蒸気、スプ レー を吸入しないこ と。

  屋外ま たは換気の良い場所でのみ使用す るこ と。

  汚染された作業衣は作業場から 出さないこ と。
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  飲み込ま ないこ と。

  皮膚と接触しないこ と。

  眼に入れないこ と。

接 触 回 避 デ ー タなし

保 管

技 術 的 対 策 消防法の規制に従う。

混 触 危 険 物 質 デ ー タなし

保 管 条 件 容器を密閉して冷乾所にて保存す るこ と。

  換気の良い場所で保管す るこ と。涼しいとこ ろに置くこ と。

  施錠して保管す るこ と。

容 器 包 装 材 料 デ ー タなし

 

８ ． ば く 露 防 止 及 び 保 護 措 置

管 理 濃 度 未設定

許 容 濃 度  ( ば く 露 限 界 値 ､ 生 物 学 的

ば く 露 指 標 )

日 本 産 衛 学 会 0 .03ppm ( 最大許容濃度） ( 2009年版)

Ａ Ｃ Ｇ Ｉ Ｈ STEL（C ) 　0 .05ppm  ( 2009年版)

設 備 対 策 こ の物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャ ワー を

設置す るこ と。

  作業場には全体換気装置、局所排気装置を設置す るこ と。

保 護 具

呼 吸 器 の 保 護 具 適切な呼吸器保護具を着用す るこ と。

手 の 保 護 具 適切な保護手袋を着用す るこ と。

眼 の 保 護 具 適切な眼の保護具を着用す るこ と。

皮 膚 及 び 身 体 の 保 護 具 適切な保護衣を着用す るこ と。

衛 生 対 策 取扱い後はよく手を洗うこ と。

 

９ ． 物 理 的 及 び 化 学 的 性 質

物 理 的 状 態

形 状 液体

色 無色

臭 い 刺激臭

ｐ Ｈ デ ー タなし

融 点 ・ 凝 固 点 -14℃ : ICSC ( 2000 )

沸 点 、 初 留 点 及 び 沸 騰 範 囲 デ ー タなし

引 火 点 約71℃ : ホンメ ル ( 1996 )

自 然 発 火 温 度 225℃ : IU CLID  ( 2000 )

燃 焼 性 （ 固 体 、 ガ ス ） デ ー タなし

爆 発 範 囲 デ ー タなし

蒸 気 圧 2200Pa  ( 20℃)  :  V e rs chue ren  ( 4 th ,  2001 )

蒸 気 密 度 22hPa  ( 20℃)  :  V e rs chue ren  ( 4 th ,  2001 )

蒸 発 速 度 （ 酢 酸 ブ チ ル ＝ １ ） デ ー タなし

比 重 （ 密 度 ） 0 .7  ( 水 =  1 )  :  ICSC  ( 2000 )  0 .99～1 .13  g /cm3　

( 20℃) 　 :V e rs chue ren  ( 4 th ,  2001 )

溶 解 度 水 : 1 .67E+0 .05  mg /L ( 25℃)  ( 推定値)  :  SR C ( A cces s  on

A p r i l .  2 009 )

  エ タノー ル、ベンゼ ン : 混和 : H SDB  ( 2005 )

オ ク タ ノ ー ル ・ 水 分 配 係 数 l o g Pow  =  -0 .18  :  PH YSPR OP Da ta ba s e  ( 2005）

分 解 温 度 187～189℃ （760mmH g )  ：  Me rck  ( 14 th ,  2006 )

粘 度 デ ー タなし

粉 じ ん 爆 発 下 限 濃 度 デ ー タなし

最 小 発 火 エ ネ ル ギ ー デ ー タなし

体 積 抵 抗 率 ( 導 電 率 ) デ ー タなし

 

１ ０ ． 安 定 性 及 び 反 応 性

安 定 性 法規制に従っ た保管及び 取扱においては安定と考えら れる

危 険 有 害 反 応 可 能 性 デ ー タなし

避 け る べ き 条 件 デ ー タなし

混 触 危 険 物 質 デ ー タなし

危 険 有 害 な 分 解 生 成 物 デ ー タなし

 

１ １ ． 有 害 性 情 報

急 性 毒 性

経 口 ラ ットLD50値として5件（320  mg /k g  ( DF GOT v o l .8 ( 1997 ) ) ,

4 09 ,  497 ,  605 ,  733mg /k g  ( N ICN A S ( 1994 ) ) が区分４に該当

し、18件が（66 , 77 ,  96 ,  99 ,  100 ,  100 .  111 ,  113 ,  123 ,  123 ,

134 , 137 ,  153 ,  165 ,  165 ,  168 ,  168 ,  183  mg /k g  ( N ICN A S

( 1994 ) )  が区分３に該当す るこ とから 、最も 多くのデ ー タが該当す

る区分３とした。
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経 皮 ウサギ LD50値として2件（900 , 1000  mg /k g （N ICN A S ( 1994 ) ））

が区分３に、2件（1360 , 1430 , m g /k g （N ICN A S ( 1994 ) ） ) が区分

４に、さら に2件（2130 , 3045  mg /k g （N ICN A S ( 1994 ) ））が区分

外（国連GH S分類の区分５）にそれぞ れ該当し、専門家委員の見解

を踏ま え、区分4とした。

吸 入 吸入（ガス）： GH Sの定義における液体である。

  吸入（蒸気）： ラ ットLC50値が23 .5ppm、40 .1ppm

（N ICN A S ( 1994 ) ）より、区分１とした。（試

験条件が飽和蒸気圧濃度の90%以下である

ので、分類には気体( ppm ) の区分を用い

た。）

  吸入（ミスト）： ラ ットLC50値が0.8mg /L（区分３）、

0 .48mg /L（区分２） ( DF GOT v o l .8

( 1997 ) )  より、危険性の高い区分２とした。

（原文に'a e ros o l 'と明記されているので、試

験条件はミストと見なした。）

皮 膚 腐 食 性 ・ 刺 激 性 ウサギ を用いた皮膚刺激性試験において、10%以上の濃度では6匹

全例に紅斑・浮腫のみなら ず 壊死を認め （N ICN A S ( 1994 ) ）、さら

に別の試験で1時間ばく露で”h i g h l y  i r r i ta t i n g ”、4時間ばく露後

に”corros i v e”と記述されている（DF GOT v o l .8 ( 1997 ) ）こ とか

ら 、区分1とした。なお、ヒトでは特に病院関係者の職業ばく露によ

る皮膚の刺激あるいは皮膚炎の報告が多数ある（N ICN A S

( 1994 ) ）。

眼 に 対 す る 重 篤 な 損 傷 ・ 刺 激 性 ウサギ の眼刺激性試験において、結膜に対し壊死を伴う重度で持

続的な刺激を認め 、、かつ半数の動物では2週間持続した

（N ICN A S ( 1994 ) ）。ま た、別の試験では角膜混濁が3日後に悪化

した（N ICN A S ( 1994 ) ）。こ れら の記述に基づき区分１とした。な

お、ヒトでは結膜炎症、眼瞼浮腫、羞明など を認め た事故によるば

く露例が報告されている（A CGIH  ( 2008 ) ）。

呼 吸 器 感 作 性 又 は 皮 膚 感 作 性 呼吸器感作性：本物質ばく露により鼻炎や呼吸困難を伴う喘息ある

いは喘息様症状を呈したヒトの報告が複数あり( N ICN A S

( 1994 ) ) 、気道過敏症試験に基づき本物質に因る職業喘息と結論

付けている報告も ある( A CGIH  ( 2001 ) ) 。ま た、日本産業衛生学会

( 産衛学会勧告( 2005 ) ) 、日本職業・環境アレルギ ー 学会( A LGY学

会( 感) 物質リスト( 案) p95 ) ではそれぞ れ気道感作性物質、感作性

化学物質としてリストアップ されているので区分１とした。なお、動

物試験( g unea  p i g ) での陽性は確認されていない( N ICN A S

( 1994 ) ) 。

  皮膚感作性：病院等の医療従事者で接触性皮膚炎を起こ し、パッ

チテ ストにより陽性反応が確認されている複数の報告があり

( N ICN A S ( 1994 ) 、DF GOT v o l .8 ( 1997 ) ) 、いず れも アレルギ ー 反

応と見ら れている。ま た、モルモットを用い、"Ma x i m i za t i on

tes t"、"mod i f i e d  Ma g nus s on-K l i g ma n  tes t"および "B ueh l e r

tes t"の各種の方法による皮膚感作性試験の結果は全て陽性であ

っ た( N ICN A S ( 1994 ) 、ECETOCTR 77  ( 1999 ) ) 。以上の情報に基

づき区分１とした。

生 殖 細 胞 変 異 原 性 マウス優性致死試験（i n  v i v o経世代変異原性試験）、マウス末梢

血細胞の小核試験および ラ ット骨髄細胞の染色体異常試験（体細

胞を用いるi n  v i v o変異原性試験）で、いず れも 陰性結果が得ら れ

ている（N ICN A S ( 1994 ) ）ので区分外とした。なお、エ ー ム ス試験

では、S9の添加の有無にかかわら ず 陽性とす る報告例が多い

（N TP TR 490 ( 1999 ) ）。一方、マウスリンパ腫細胞を用いた前進突

然変異試験では陰性（N ICN A S ( 1994 ) ）、陽性（N TP

TR 490 ( 1999 ) ）の報告、ま たCH O細胞を用いた染色体異常試験で

は陰性～弱い陽性（N ICN A S ( 1994 ) 、N TP TR 490 ( 1999 ) ）の報

告がある。

発 が ん 性 A CGIH よる分類A 4（1997年）に基づき区分外とした。その他の評

価機関による分類の記載はない。なお、動物試験としては、F 344

ラ ットにグルタルアルデ ヒドを104  週間飲水投与した試験で、雌に

大顆粒リンパ球白血病発生率の増加が見ら れたが明確な用量依

存性がみら れないこ とから 、毒性学的意義は明確ではないと考察さ

れている。（N ITE初期リスク 評価書 ( 2008 ) ）、ま た、雌雄の

B 6C3F 1  マウス及び F 344/N  ラ ットにグルタルアルデ ヒドを78～

104  週間吸入ばく露した試験では、鼻腔、気管の腫瘍を含め 、投

与に関連した腫瘍発生率の増加はみら れなかっ た（N TP

TR 490 ( 1999 ) ）など の報告がある。

生 殖 毒 性 ラ ット、ウサギ および マウスを用いた器官形成期の経口投与試験

で、催奇形性を含む 胎児の発生に対す る悪影響は見出されていな

い（N ICN A S ( 1994 ) 、DF GOT v o l .8 ( 1997 ) ）。さら にラ ットの２世

代にわたる投与により母動物と出生児に体重減少を認め たも の

の、生殖に及ぼす 悪影響は観察されていない（N TP

TR 490 ( 1999 ) ）こ とから 区分外とした。

特 定 標 的 臓 器 ・ 全 身 毒 性 （ 単 回 ば く

露 ）

単回ばく露後のラ ットで不活発、正向反射遅延、運動能低下など の

中枢症状が経口投与で50～200  mg /k g 、吸入ばく露（蒸気）で

10 .6～42 .7  ppmの用量で認め ら れており（N ICN A S ( 1994 ) ）、ま

た、げ っ 歯類の経口投与による致死量付近で、中枢神経抑制、痙

攣、呼吸困難など の症状も 記載されており（GESTIS( A cces s  on
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A p r i l .  2 009 ) ) 区分１（中枢神経）とした。 ヒトで上気道の刺激と職

場（病院）環境濃度との間の明ら かな関連性を示す 疫学調査の報

告があり（DF GOT v o l .8 ( 1997 ) ）、ラ ットおよび マウスの吸入試験

で呼吸数減少、扁平上皮凝固など 気道刺激に伴う症状が記述され

ている（N ICN A S ( 1994 ) 、A CGIH  ( 2001 ) 、DF GOT

v o l .8 ( 1997 ) ）こ とから 、区分３（気道刺激性）とした。

特 定 標 的 臓 器 ・ 全 身 毒 性 （ 反 復 ば く

露 ）

ラ ットおよび マウスに１3週間吸入ばく露した試験において、気道

（鼻、喉頭、気管）に壊死、炎症など の病変が観察されている（N TP

TR 490 ( 1999 ) ）。ま た別の同様の試験では前庭の扁平上皮の好中

性浸潤、鼻甲介の破壊、融合など 上気道の変化が観察されている

が、気道以外の部位に組織学的変化は認め ら れていない（N TP

TR 490 ( 1999 ) 、（A CGIH  ( 2001 ) ）。こ れら の変化は0.5～1 ppmで

認め ら れ、死亡例も あるこ とから 重大な毒性変化と考え、ガイダン

ス値と比較して区分１（気道）とした。なお、経口投与ではこ のよう

な気道への影響は認め ら れていない（N ICN A S ( 1994 ) ）。

吸 引 性 呼 吸 器 有 害 性 デ ー タなし

 

１ ２ ． 環 境 影 響 情 報

水 生 環 境 急 性 有 害 性 藻類（Ps eudok i rchne r i e l l a  s ubca p i ta ta ）での72時間ErC50  =

1 .6mg /L（環境省生態影響試験, 2006）であるこ とから 、区分2とし

た。

水 生 環 境 慢 性 有 害 性 急速分解性があり（TOCによる分解度：86%（既存化学物質安全性

点検デ ー タ））、かつ生物蓄積性が低いと推定される（l og

Kow=-0 .18（PH YSPR OP Da ta ba s e、2005））こ とから 、区分外と

した。

 

１ ３ ． 廃 棄 上 の 注 意

残 余 廃 棄 物 廃棄の前に、可能な限り無害化、安定化及び 中和等の処理を行っ

て危険有害性のレベルを低い状態にす る。

  廃棄においては、関連法規並び に地方自治体の基準に従うこ と。

汚 染 容 器 及 び 包 装 容器は清浄にしてリサイク ルす るか、関連法規並び に地方自治体

の基準に従っ て適切な処分を行う。

  空容器を廃棄す る場合は、内容物を完全に除去す るこ と。

 

１ ４ ． 輸 送 上 の 注 意

国 際 規 制

海 上 規 制 情 報 ＩＭＯ の規定に従う。

　 U N  N o . 2922

　 P r o p e r  S h i p p i n g  N a m e . COR R OSIV E  LIQU ID , TOXIC , N .O.S .

　 C l a s s 8

　 S u b  R i s k 6 .1

　 P a c k i n g  G r o u p Ⅲ

　 M a r i n e  P o l l u t a n t N ot A pp l i c a b l e

航 空 規 制 情 報 ＩＣＡ Ｏ ・ ＩＡ ＴＡ の規定に従う。

　 U N  N o . 2922

　 P r o p e r  S h i p p i n g  N a m e . Corros i v e  l i q u i d ,  tox i c ,  n .o .s .

　 C l a s s 8

　 S u b  R i s k 6 .1

　 P a c k i n g  G r o u p Ⅲ

国 内 規 制

陸 上 規 制 情 報 消防法の規定に従う。

海 上 規 制 情 報 船舶安全法の規定に従う。

　 国 連 番 号 2922

　 品 名 その他の腐食性物質（液体）（毒性のも の）

　 ク ラ ス 8

　 副 次 危 険 6 .1

　 容 器 等 級 Ⅲ

　 海 洋 汚 染 物 質 非該当

航 空 規 制 情 報 航空法の規定に従う。

　 国 連 番 号 2922

　 品 名 その他の腐食性物質（液体）（毒性のも の）

　 ク ラ ス 8

　 副 次 危 険 6 .1

　 等 級 3

特 別 安 全 対 策 移送時にイエ ロー カー ドの保持が必要。

  食品や飼料と一緒に輸送してはなら ない。

  輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのない

ように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

  重量物を上積みしない。

緊 急 時 応 急 措 置 指 針 番 号 154
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１ ５ ． 適 用 法 令

化 審 法 第２種監視化学物質（法第２条第５項）（政令番号：２監-１０３３）

労 働 安 全 衛 生 法 名称等を表示す べき危険有害物（法第57条、施行令第18条別表第

9）

名称等を通知す べき危険有害物（法第57条の2、施行令第18条の

2別表第9）

リスク アセスメ ントを実施す べき危険有害物（法第57条の3）

  変異原性が認め ら れた既存化学物質（法第５７条の５、労働基準局

長通達）グルタルアルデ ヒド（政令番号：29 )

海 洋 汚 染 防 止 法 有害液体物質（Ｙ類物質）（施行令別表第１）

化 学 物 質 排 出 把 握 管 理 促 進 法 （ Ｐ Ｒ

Ｔ Ｒ 法 ）

第１種指定化学物質（法第２条第２項、施行令第１条別表第１）（政

令番号：１-８５）

消 防 法 第４類引火性液体、第三石油類水溶性液体（法第２条第７項危険

物別表第１・第４類）

船 舶 安 全 法 腐食性物質（危規則第３条危険物告示別表第１）

航 空 法 腐食性物質（施行規則第１９４条危険物告示別表第１）

 

１ ６ ． そ の 他 の 情 報

参考文献 各デ ー タ毎に記載した｡
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